
在瀋陽日本国総領事館

平成２７年 ４月 １日

在留届の滞在期間超過のお知らせメール運用開始について

２０１５年２月にシリアで発生した邦人殺害事件や、世界各地で発生する自然災害、大規模事

故等を受け、外務省では海外に暮らす在留邦人の皆様の安全対策や安否確認の体制強化に一

層努めています。今般、この取り組みに関連して、在留届電子届出システム（ORRnet）の運用を

下記のとおり変更いたしますので、ご確認くださいますよう、お願いいたします。

記

在留届電子届出システム（ORRnet）では帰国・変更届の提出漏れを防ぐため、在留届により

申告された「滞在期間」が超過した皆様に、毎月１回下記例にある「お知らせメール」の送信を開

始します。（当館管轄内の１回目の送信は、今月１５日前後を予定しております）

以下のメールを受信された際には、メールに記載されたホームページアドレス

（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/）にて、ご帰国または滞在期間延長等の変更手続（電子届出）

をお願いいたします。

本件メールについてのご質問等ありましたら、当館領事担当（内線 6301）または在留届電子届

出サポートデスク（ezairyu@mofa.go.jp）までお知らせください。

なお、技術的な理由により、在留届を書面（当館宛てメール・ＦＡＸ・郵送等）でのみ提出されて

いる方には、ORRnet からの本件お知らせメールが届きませんので、引き続き当館の下記＜連

絡先＞宛てに、メールかＦＡＸにて、お名前・生年月日とともにご帰国・転居された旨をお知らせ

下さい。

お手数をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

＝＝＝滞在期間超過お知らせメールの例＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

発信元：ezairyu@ezairyu.mofa.go.jp

件名：（重要）在留届の滞在期間が過ぎました

本文：あなたが【在瀋陽日本国総領事館】に登録している在留届の

滞在期間が過ぎました。

お手数ですが、下記の要領で帰国届または変更届の提出をお願いします。

（以下省略）    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



＜連絡先＞                                                         

在瀋陽日本国総領事館（領事担当）        

郵編１１０００３                     

遼寧省瀋陽市和平区十四緯路 50 号       

          電話 : 024-2322-7490 (内線 6301)  

    ＦＡＸ : 024-2322-2394         

       E-MAIL : ryoji@ya.mofa.go.jp       


